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1 作成の目的 

道では、限られた財源の中で、「選択と集中」の観点を一層具体化し、優先的に整備する社会資本を

明らかにするため、「ほっかいどう社会資本整備の重点化方針」を 2008（平成 20）年 12月に策定（2013

（平成 25年）６月改訂）し、優先度の高い事業への重点投資を進めてきました。また、2017（平成 29）

年３月には、「新・ほっかいどう社会資本整備の重点化方針」（以下「重点化方針」という。）を策定し、

独自の優先度設定の考え方は継承しつつ、よりメリハリを付けた優先度の設定とし、必要な社会資本整

備の推進に努めてきましたが、2021（令和３）年 10月に「北海道総合計画」を改訂したことから、こ

の度、特定分野別計画である本方針も見直すこととし、2023（令和５）年３月に改訂したところです。 

この「重点化方針」では、政策を実現するための方策である「施策」と施策を実現するために行う「事

業」の両面に着目し、社会資本の整備に優先度を取り入れることとし、「施策優先度」の設定結果を別

表１として公表しましたが、「事業優先度」については、地域からの政策提案、国等の重点政策、他事

業との調整などの情勢変化に的確に対応するため、毎年、点検・評価を行う必要があることから、設定

の考え方を示すこととしました。 

この「事業優先度設定の手引」（以下「手引」という。）は、毎年度の事業執行に当たり、予算を必要

性・優先性の高い事業に振り向ける手立てである事業優先度を設定する際の指針として作成するもの

です。 

 

2 事業優先度の設定 

（1）事業優先度設定の考え方 

ア 対象とする事業 

優先度設定の対象とする事業は、道が事業主体として、社会資本を直接整備するものとしていま

す。ただし、維持管理や長寿命化など次の事業については、最優先に取り組むべきものであることか

ら、優先度設定の対象としていません。（維持管理や長寿命化については、北海道インフラ長寿命化

計画（行動計画）等に基づき効率的・効果的な維持管理・更新等を推進します。） 

 補助・交付金事業のうち 

・施設の機能を保全するための維持管理や長寿命化などに係る事業 

 道単独事業＊のうち、 

・災害への対応や地域の実情に応じて緊急的に実施する事業 

・施設の機能を保全するための維持管理に係る事業 

・公共事業等に係る事前調査 

・施設等建設事業 

＊道単独事業 

国庫補助の対象とならない地方債を活用した道路や街路の整備、道単独の道路及び河川の清掃、草

刈、道立施設の整備等、道が単独で実施する社会資本整備のための事業等 
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イ 優先度設定の単位 

   「事業優先度」は、事業実施箇所ごとに設定します。 

   なお、この「手引」では、「事業優先度」の判断基準について、「事業のカテゴリー」＊ごとに設定

しています。 

＊「事業のカテゴリー」とは、事業の目的や効果等が類似した対象事業を類型化したもので、別表１の

とおり、36の「事業カテゴリー」に分類しています。 

ウ 事業優先度の区分 

事業ごとに設定する「事業優先度」は、次のとおり「Ⅰ」、「Ⅱ」、「Ⅲ」の 3つのグループに区分し

ています。 

・ グループⅠ：早期効果発現を目指し優先的に進める事業 

・ グループⅡ：計画どおりに進める事業や新規に取り組む事業 

・ グループⅢ：予算との調整により、その都度優先度を検討する事業 

 

エ 事業優先度設定の仕組み 

「事業優先度」については、「施策優先度」と「事業のランク」を次のとおり組み合わせて、設定

します。 

【施策優先度と事業のランクの組み合わせ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

ただし、「グループⅠ」の事業であっても、他の優先的に進める事業との調整やその他特殊事情

によるものはこの限りではありません。 

 

（2）事業のランクの考え方 

ア 事業のランクの設定 

「事業のランク」は、事業ごとに、地域重視、政策重視、事業効果の 3つの視点により、効果等の

高いものを「ランク 1」、低いものを「ランク 2」とする 2段階に区分し、設定します。 

イ 事業のランクの基本的な視点 

 

① 地域重視の視点 

   ・ 「連携地域別政策展開方針」における地域重点プロジェクトへの位置づけが明確なもの 

   ・ 「地域づくり連携会議」等の議論を反映する上で必要不可欠なもの 

    ・ 地域からの政策提案などを実現する上で必要不可欠なもの 

ランク１ ランク２

Ａ

Ｂ１ Ⅰ Ⅱ

Ｂ２ Ⅱ Ⅲ

Ｃ Ⅲ

事業のランク

施
策
優
先
度

Ⅰ
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② 政策重視の視点 

    ・ 国や道の重点政策などにおける位置づけが明確なもの 

    ・ 「北海道総合計画(2021改訂版)」の特定分野別計画を推進する上で、特に貢献度 

の高いもの 

 

 

③ 事業効果の視点 

    ・ 「北海道総合計画(2021改訂版)」の指標の進捗に対する貢献度の高いもの 

    ・ 脱炭素化、デジタル化を推進する上で、特に事業効果の大きいもの 

    ・ 施策の目的を達成する上で、特に事業効果の大きいもの 

    ・ 事業間連携などによる事業効果の早期発現や効果的・効率的な事業の実施が可能なもの 

（直轄・補助の連携、ハード・ソフトとの連携 等） 

    ・ 平常時、災害時の両面において利活用できるなど多目的、多機能を有しているもの 

 

 

ウ 事業のランクの区分 

「事業のランク」は、イの基本的な視点から設定します。 

 

・ ランク 1：「地域重視の視点」又は「政策重視の視点」に該当し、 

かつ、「事業効果の視点」に該当するもの 

・ ランク 2：上記以外のもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（3）事業優先度の判断基準 

     事業優先度の判断基準については、（1）及び（2）の考え方に基づき、別表２のとおり「事業のカ

テゴリー」ごとに、関連する施策や事業のランクの具体的判断基準などを示しています。 

 

 

 

道が事業主体

の事業

「地域重視の視点」

又は

「政策重視の視点」

に該当するか

「事業効果の視点」

に該当するか
ランク１

ランク２

事業のランク設定のフロー

凡 例

ＹＥＳ

Ｎ Ｏ
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3 推進管理 

     「施策優先度」や「事業優先度」に応じた事業の実施状況など、「重点化方針」に基づいた取組に

ついて毎年度把握を行いながら、より必要性・優先性の高い事業を推進します。 

   なお、この「手引」については、「事業のカテゴリー」の変更が生じた場合など、必要に応じて、

見直しを図ります。 

 



別表１

総合政策部 空港整備事業 空港整備事業 1

環境生活部 自然公園施設整備事業 自然公園整備事業 2

道営農地整備事業 農地整備事業 3

道営畑地帯総合整備事業 畑地帯総合整備事業 4

道営草地畜産基盤整備事業 草地畜産基盤整備事業 5

道営水利施設整備事業 水利施設整備事業 6

道営地域用水環境整備事業 地域用水環境整備事業 7

農村地域防災減災事業 農村地域防災減災事業 8

道営広域営農団地農道整備事業 広域農道整備事業 9

道営農地整備事業（通作条件整備型）

道営農村整備事業（農道・集落道整備事業）

農道整備特別対策事業

道営農村整備事業（営農飲雑用水施設整備事業） 営農飲雑用水施設整備事業 11

道営中山間地域農業農村総合整備事業 中山間地域農業農村総合整備事業 12

道営海岸保全施設整備事業 海岸保全施設整備事業 13

水産基盤整備事業（うち漁場施設） 水産基盤整備事業（うち漁場施設） 14

水産基盤整備事業（うち漁港施設） 水産基盤整備事業（うち漁港施設） 15

海岸保全施設整備事業 海岸保全施設整備事業 16

森林環境保全整備事業（林道事業)

農山漁村地域整備交付金事業（林道事業)

防災林造成事業

流域保全総合治山事業

保安林整備事業

共生保安林整備事業

復旧治山事業

山地災害重点地域総合対策事業

流木防止総合対策事業

緊急予防治山事業

地すべり防止事業

予防治山事業

緊急防災減災対策総合治山事業

森林整備事業（公共事業（造林事業）〈道有林分〉）

森林整備事業（公共事業（林道事業）〈道有林分〉）

森林整備事業（単独事業〈道有林分〉）

水産林務部

森林整備事業（林道事業） 17

山地治山事業 18

農政部

農道整備事業 10

道有林野事業 19

「事業のカテゴリー」（対象事業の類型化）

事業所管部 ① 対象事業名 ② 「事業のカテゴリー」名
整理
番号
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道路改良等事業 道路改良等事業 20

道路防雪事業

道路凍雪害防止事業

道路交通安全施設事業 道路交通安全施設事業 22

河川改修事業 河川改修事業 23

河川改修事業（統合河川環境整備事業） 河川改修事業（統合河川環境整備事業） 24

ダム事業 ダム事業 25

砂防事業

地すべり対策事業

急傾斜地崩壊対策事業

土砂災害警戒避難対策事業 土砂災害警戒避難対策事業 27

海岸保全施設整備事業 海岸保全施設整備事業 28

都市計画街路事業 都市計画街路事業 29

都市公園・緑地等事業 都市公園・緑地等事業 30

過疎下水道代行事業（過疎代行下水道事業）（特
環代行＋公共代行）

流域下水道事業

特定公共下水道事業

公営住宅ストック総合改善事業 既設公営住宅改善事業 32

公営住宅整備事業 公営住宅整備事業 33

高等学校施設整備事業 高等学校施設整備事業 34

特別支援学校施設整備事業 特別支援学校施設整備事業 35

交通管制センター施設整備事業

交通規制標識等整備事業

交通信号機整備事業

事業所管部 ① 対象事業名 ② 「事業のカテゴリー」名
整理
番号

道警本部 交通安全施設等整備事業 36

下水道事業 31

建設部

道路防雪・凍雪害防止事業 21

砂防事業 26

教育庁

6



別表２

（地域優先度）

1 Ⅰ

2 Ⅱ

1

2

1 Ⅱ

2 Ⅲ

1 Ⅰ

2 Ⅱ

1 Ⅱ

2 Ⅲ

1 Ⅰ

2 Ⅱ

整
理
番
号

事　業
所管部

事業の
カテゴ
リー

施策優先度 事業優先度

施 策 名 優先度

(道央) Ｂ1

全道優先度 Ｂ2

①地域重視の視点
　・「連携地域別政策展開方針」における地域重点プロジェ
　  クトへの位置づけが明確なもの
  ・「地域づくり連携会議」等の議論を反映する上で必要
    不可欠なもの
  ・地域からの政策提案などを実現する上で必要不可欠な
    もの

②政策重視の視点
  ・「第五次環境基本計画」など国や道の重点施策におけ
    る位置づけが明確なもの
  ・「北海道環境基本計画[第３次計画]」における位置づ
    けが明確なもの
　
③事業効果の視点
  ・次の項目のいずれかに該当するもの
　   (1)「北海道総合計画」の指標である「道外からの観
　　　　光入込客数」の進捗に対する貢献度の高いもの
     (2)国、道等が役割分担又は連携して効果的に実施し
        ているもの

自然体験型
観光のため
の施設の整
備

全道優先度 Ｂ2

(釧路・根室) Ｂ1

事業優先度の判断基準

事業の
ランク

優先度 「事業のランク」の具体的判断基準

1
総合
政策部

空港整備
事業

地方空港の
機能向上に
向けた施設
の整備

全道優先度 Ｂ1

①地域重視の視点
　・「連携地域別政策展開方針」における地域重点プロジェ
　  クトへの位置づけが明確なもの
  ・「地域づくり連携会議」等の議論を反映する上で必要
    不可欠なもの
  ・地域からの政策提案などを実現する上で必要不可欠な
    もの

②政策重視の視点
  ・「北海道強靱化計画」、「北海道創生総合戦略」にお
　　ける位置づけが明確なもの
　・「社会資本整備重点計画」など国や道の重点政策にお
    ける位置づけが明確なもの
  ・「北海道交通ネットワーク総合ビジョン」における位
    置づけが明確なもの

③事業効果の視点
  ・次の項目のいずれかに該当するもの
   　(1)安全で円滑な冬期交通の確保
   　(2)安定した地域交通・離島交通の確保
   　(3)災害に対する安全性確保
   　(4)航空機の定時運航に資する空港機能の確保
     (5)脱炭素化を推進する上で、特に事業効果の大きい
　　　　もの

(道南)
(釧路・根室)

Ａ Ⅰ

2
環境
生活部

自然公園
整備事業

自然公園に
おける利用
施設の整備
など自然と
のふれあい
の場づくり
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（地域優先度）

整
理
番
号

事　業
所管部

事業の
カテゴ
リー

施策優先度 事業優先度

施 策 名 優先度
事業の
ランク

優先度 「事業のランク」の具体的判断基準

1

2

1

2

①地域重視の視点
　・「連携地域別政策展開方針」における地域重点プロジェ
　  クトへの位置づけが明確なもの
  ・「地域づくり連携会議」等の議論を反映する上で必要
    不可欠なもの
  ・地域からの政策提案などを実現する上で必要不可欠な
    もの

②政策重視の視点
  ・「北海道強靱化計画」、「北海道創生総合戦略」にお
　　ける位置づけが明確なもの
  ・「第６期北海道農業・農村振興推進計画」、「北海道
　　食の安全・安心基本計画」における位置づけが明確な
　　もの
　
③事業効果の視点
  ・「北海道総合計画」の指標である「食料自給率」向上
　　への貢献度が特に高いもの
　・「第６期北海道農業・農村振興推進計画」の施策の推
　　進に特に効果の大きいもの
     （次の項目のうち３項目以上に該当するもの）
　 　(1)持続可能で生産性が高い農業・農村の確立
　 　(2)国内外の需要を取り込む農業・農村の確立
　 　(3)多様な人材が活躍する農業・農村の確立
　 　(4)道民の理解に支えられる農業・農村の確立
  ・次の項目のいずれかに該当するもの
     (1)国営関連事業として位置づけられているもの
     (2)他事業との合併施工により効果的・効率的に事業
        を行うもの
     (3)ソフト事業と一体的にすすめるもの
     (4)多面的な機能を有し、かつ、相当広範囲な地域に
        事業効果が及ぶもの
　・脱炭素化、デジタル化を推進する上で、特に事業効果
　　の大きいもの

4 農政部
畑地帯総
合整備事
業

農産物の安定生産の基盤と
なる農地や農業用施設の整
備

Ａ Ⅰ

①地域重視の視点
　・「連携地域別政策展開方針」における地域重点プロジェ
　  クトへの位置づけが明確なもの
  ・「地域づくり連携会議」等の議論を反映する上で必要
    不可欠なもの
  ・地域からの政策提案などを実現する上で必要不可欠な
    もの

②政策重視の視点
  ・「北海道強靱化計画」、「北海道創生総合戦略」にお
　　ける位置づけが明確なもの
  ・「第６期北海道農業・農村振興推進計画」、「北海道
　　食の安全・安心基本計画」における位置づけが明確な
　　もの
　
③事業効果の視点
  ・「北海道総合計画」の指標である「食料自給率」向上
　　への貢献度が特に高いもの
　・「第６期北海道農業・農村振興推進計画」の施策の推
　　進に特に効果の大きいもの
     （次の項目のうち３項目以上に該当するもの）
　 　(1)持続可能で生産性が高い農業・農村の確立
　 　(2)国内外の需要を取り込む農業・農村の確立
　 　(3)多様な人材が活躍する農業・農村の確立
　 　(4)道民の理解に支えられる農業・農村の確立
  ・次の項目のいずれかに該当するもの
     (1)国営関連事業として位置づけられているもの
     (2)他事業との合併施工により効果的・効率的に事業
        を行うもの
     (3)ソフト事業と一体的にすすめるもの
     (4)多面的な機能を有し、かつ、相当広範囲な地域に
        事業効果が及ぶもの
　・脱炭素化、デジタル化を推進する上で、特に事業効果
　　の大きいもの

3 農政部
農地整備
事業

農産物の安定生産の基盤と
なる農地や農業用施設の整
備

Ａ Ⅰ
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（地域優先度）

整
理
番
号

事　業
所管部

事業の
カテゴ
リー

施策優先度 事業優先度

施 策 名 優先度
事業の
ランク

優先度 「事業のランク」の具体的判断基準

1

2

1 Ⅱ

2 Ⅲ

1

2

①地域重視の視点
　・「連携地域別政策展開方針」における地域重点プロジェ
　  クトへの位置づけが明確なもの
  ・「地域づくり連携会議」等の議論を反映する上で必要
    不可欠なもの
  ・地域からの政策提案などを実現する上で必要不可欠な
    もの

②政策重視の視点
  ・「北海道強靱化計画」、「北海道創生総合戦略」にお
　　ける位置づけが明確なもの
  ・「第６期北海道農業・農村振興推進計画」、「北海道
　　食の安全・安心基本計画」における位置づけが明確な
　　もの
　
③事業効果の視点
  ・「北海道総合計画」の指標である「食料自給率」向上
　　への貢献度が特に高いもの
　・「第６期北海道農業・農村振興推進計画」の施策の推
　　進に特に効果の大きいもの
     （次の項目のうち３項目以上に該当するもの）
　 　(1)持続可能で生産性が高い農業・農村の確立
　 　(2)国内外の需要を取り込む農業・農村の確立
　 　(3)多様な人材が活躍する農業・農村の確立
　 　(4)道民の理解に支えられる農業・農村の確立
  ・次の項目のいずれかに該当するもの
     (1)国営関連事業として位置づけられているもの
     (2)他事業との合併施工により効果的・効率的に事業
        を行うもの
     (3)ソフト事業と一体的にすすめるもの
     (4)多面的な機能を有し、かつ、相当広範囲な地域に
        事業効果が及ぶもの

家畜排せつ物の有効利用な
ど農村地域の環境保全と資
源リサイクルの推進

Ｂ2

6 農政部
水利施設
整備事業

農産物の安定生産の基盤と
なる農地や農業用施設の整
備

Ａ Ⅰ

①地域重視の視点
　・「連携地域別政策展開方針」における地域重点プロジェ
　  クトへの位置づけが明確なもの
  ・「地域づくり連携会議」等の議論を反映する上で必要
    不可欠なもの
  ・地域からの政策提案などを実現する上で必要不可欠な
    もの

②政策重視の視点
  ・「北海道強靱化計画」、「北海道創生総合戦略」にお
　　ける位置づけが明確なもの
  ・「第６期北海道農業・農村振興推進計画」、「北海道
　　食の安全・安心基本計画」における位置づけが明確な
　　もの
　
③事業効果の視点
  ・「北海道総合計画」の指標である「食料自給率」向上
　　への貢献度が特に高いもの
　・「第６期北海道農業・農村振興推進計画」の施策の推
　　進に特に効果の大きいもの
     （次の項目のうち３項目以上に該当するもの）
　 　(1)持続可能で生産性が高い農業・農村の確立
　 　(2)国内外の需要を取り込む農業・農村の確立
　 　(3)多様な人材が活躍する農業・農村の確立
　 　(4)道民の理解に支えられる農業・農村の確立
  ・次の項目のいずれかに該当するもの
     (1)国営関連事業として位置づけられているもの
     (2)他事業との合併施工により効果的・効率的に事業
        を行うもの
     (3)ソフト事業と一体的にすすめるもの
     (4)多面的な機能を有し、かつ、相当広範囲な地域に
        事業効果が及ぶもの
　

5 農政部
草地畜産
基盤整備
事業

農産物の安定生産の基盤と
なる農地や農業用施設の整
備

Ａ Ⅰ
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（地域優先度）

整
理
番
号

事　業
所管部

事業の
カテゴ
リー

施策優先度 事業優先度

施 策 名 優先度
事業の
ランク

優先度 「事業のランク」の具体的判断基準

1 Ⅱ

2 Ⅲ

1 Ⅰ

2 Ⅱ

1 Ⅰ

2 Ⅱ

1

2

①地域重視の視点
　・「連携地域別政策展開方針」における地域重点プロジェ
　  クトへの位置づけが明確なもの
  ・「地域づくり連携会議」等の議論を反映する上で必要
    不可欠なもの
  ・地域からの政策提案などを実現する上で必要不可欠な
    もの

②政策重視の視点
  ・「北海道強靱化計画」、「北海道創生総合戦略」にお
　　ける位置づけが明確なもの
  ・「第６期北海道農業・農村振興推進計画」、「北海道
　　食の安全・安心基本計画」における位置づけが明確な
　　もの
　
③事業効果の視点
  ・「北海道総合計画」の指標である「食料自給率」向上
　　への貢献度が特に高いもの
　・「第６期北海道農業・農村振興推進計画」の施策の推
　　進に特に効果の大きいもの
     （次の項目のうち３項目以上に該当するもの）
　 　(1)持続可能で生産性が高い農業・農村の確立
　 　(2)国内外の需要を取り込む農業・農村の確立
　 　(3)多様な人材が活躍する農業・農村の確立
　 　(4)道民の理解に支えられる農業・農村の確立
  ・次の項目のいずれかに該当するもの
     (1)国営関連事業として位置づけられているもの
     (2)他事業との合併施工により効果的・効率的に事業
        を行うもの
     (3)ソフト事業と一体的にすすめるもの
     (4)多面的な機能を有し、かつ、相当広範囲な地域に
        事業効果が及ぶもの
　

（道北）
(釧路・根室)

（道央）
Ｂ1

8 農政部
農村地域
防災減災
事業

農地及び農
業用施設の
機能回復や
災害を防止
するための
施設の整備

全道優先度 Ｂ1

①地域重視の視点
　・「連携地域別政策展開方針」における地域重点プロジェ
　  クトへの位置づけが明確なもの
  ・「地域づくり連携会議」等の議論を反映する上で必要
    不可欠なもの
  ・地域からの政策提案などを実現する上で必要不可欠な
    もの

②政策重視の視点
  ・「北海道強靱化計画」、「北海道創生総合戦略」にお
　　ける位置づけが明確なもの
  ・「第６期北海道農業・農村振興推進計画」、「北海道
　　食の安全・安心基本計画」における位置づけが明確な
　　もの
　
③事業効果の視点
  ・「北海道総合計画」の指標である「食料自給率」向上
　　への貢献度が特に高いもの
　・「第６期北海道農業・農村振興推進計画」の施策の推
　　進に特に効果の大きいもの
     （次の項目のうち３項目以上に該当するもの）
　 　(1)持続可能で生産性が高い農業・農村の確立
　 　(2)国内外の需要を取り込む農業・農村の確立
　 　(3)多様な人材が活躍する農業・農村の確立
　 　(4)道民の理解に支えられる農業・農村の確立
  ・次の項目のいずれかに該当するもの
     (1)国営関連事業として位置づけられているもの
     (2)他事業との合併施工により効果的・効率的に事業
        を行うもの
     (3)ソフト事業と一体的にすすめるもの
     (4)多面的な機能を有し、かつ、相当広範囲な地域に
        事業効果が及ぶもの
　

7 農政部
地域用水
環境整備
事業

自然豊かな
水辺環境の
整備・保全

全道優先度 Ｂ2

（道北）
（道央） Ａ Ⅰ
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（地域優先度）

整
理
番
号

事　業
所管部

事業の
カテゴ
リー

施策優先度 事業優先度

施 策 名 優先度
事業の
ランク

優先度 「事業のランク」の具体的判断基準

1

2

1

2

①地域重視の視点
　・「連携地域別政策展開方針」における地域重点プロジェ
　  クトへの位置づけが明確なもの
  ・「地域づくり連携会議」等の議論を反映する上で必要
    不可欠なもの
  ・地域からの政策提案などを実現する上で必要不可欠な
    もの

②政策重視の視点
  ・「北海道強靱化計画」、「北海道創生総合戦略」にお
　　ける位置づけが明確なもの
  ・「第６期北海道農業・農村振興推進計画」、「北海道
　　食の安全・安心基本計画」における位置づけが明確な
　　もの
　
③事業効果の視点
  ・「北海道総合計画」の指標である「食料自給率」向上
　　への貢献度が特に高いもの
　・「第６期北海道農業・農村振興推進計画」の施策の推
　　進に特に効果の大きいもの
     （次の項目のうち３項目以上に該当するもの）
　 　(1)持続可能で生産性が高い農業・農村の確立
　 　(2)国内外の需要を取り込む農業・農村の確立
　 　(3)多様な人材が活躍する農業・農村の確立
　 　(4)道民の理解に支えられる農業・農村の確立
  ・次の項目のいずれかに該当するもの
     (1)国営関連事業として位置づけられているもの
     (2)他事業との合併施工により効果的・効率的に事業
        を行うもの
     (3)ソフト事業と一体的にすすめるもの
     (4)多面的な機能を有し、かつ、相当広範囲な地域に
        事業効果が及ぶもの

10 農政部
農道整備
事業

農産物の安定生産の基盤と
なる農地や農業用施設の整
備

Ａ Ⅰ

①地域重視の視点
　・「連携地域別政策展開方針」における地域重点プロジェ
　  クトへの位置づけが明確なもの
  ・「地域づくり連携会議」等の議論を反映する上で必要
    不可欠なもの
  ・地域からの政策提案などを実現する上で必要不可欠な
    もの

②政策重視の視点
  ・「北海道強靱化計画」、「北海道創生総合戦略」にお
　　ける位置づけが明確なもの
  ・「第６期北海道農業・農村振興推進計画」、「北海道
　　食の安全・安心基本計画」における位置づけが明確な
　　もの
　
③事業効果の視点
  ・「北海道総合計画」の指標である「食料自給率」向上
　　への貢献度が特に高いもの
　・「第６期北海道農業・農村振興推進計画」の施策の推
　　進に特に効果の大きいもの
     （次の項目のうち３項目以上に該当するもの）
　 　(1)持続可能で生産性が高い農業・農村の確立
　 　(2)国内外の需要を取り込む農業・農村の確立
　 　(3)多様な人材が活躍する農業・農村の確立
　 　(4)道民の理解に支えられる農業・農村の確立
  ・次の項目のいずれかに該当するもの
     (1)国営関連事業として位置づけられているもの
     (2)他事業との合併施工により効果的・効率的に事業
        を行うもの
     (3)ソフト事業と一体的にすすめるもの
     (4)多面的な機能を有し、かつ、相当広範囲な地域に
        事業効果が及ぶもの

9 農政部
広域農道
整備事業

農産物流通の合理化などの
ための農道の整備

Ｃ Ⅲ
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（地域優先度）

整
理
番
号

事　業
所管部

事業の
カテゴ
リー

施策優先度 事業優先度

施 策 名 優先度
事業の
ランク

優先度 「事業のランク」の具体的判断基準

1

2

1

2

1 Ⅱ

2 Ⅲ

1 Ⅱ

2 Ⅲ

1 Ⅰ

2 Ⅱ

家畜排せつ物の有効利用な
ど農村地域の環境保全と資
源リサイクルの推進

Ｂ2

地域の資源
を活かした
多彩なツー
リズムを促
進する施設
の整備

全道優先度 Ｂ2

(釧路・根室) Ｂ1

①地域重視の視点
　・「連携地域別政策展開方針」における地域重点プロジェ
　  クトへの位置づけが明確なもの
  ・「地域づくり連携会議」等の議論を反映する上で必要
    不可欠なもの
  ・地域からの政策提案などを実現する上で必要不可欠な
    もの

②政策重視の視点
  ・「北海道強靱化計画」、「北海道創生総合戦略」にお
　　ける位置づけが明確なもの
  ・「第６期北海道農業・農村振興推進計画」、「北海道
    食の安全・安心基本計画」における位置づけが明確な
    もの
　
③事業効果の視点
  ・「北海道総合計画」の指標である「食料自給率」向上
　　への貢献度が特に高いもの
　・「第６期北海道農業・農村振興推進計画」の施策の推
　　進に特に効果の大きいもの
     （次の項目のうち３項目以上に該当するもの）
　 　(1)持続可能で生産性が高い農業・農村の確立
　 　(2)国内外の需要を取り込む農業・農村の確立
　 　(3)多様な人材が活躍する農業・農村の確立
　 　(4)道民の理解に支えられる農業・農村の確立
  ・次の項目のいずれかに該当するもの
     (1)国営関連事業として位置づけられているもの
     (2)他事業との合併施工により効果的・効率的に事業
        を行うもの
     (3)ソフト事業と一体的にすすめるもの
     (4)多面的な機能を有し、かつ、相当広範囲な地域に
        事業効果が及ぶもの
　

12 農政部

中山間地
域農業農
村総合整
備事業

農産物の安定生産の基盤と
なる農地や農業用施設の整
備

Ａ Ⅰ

①地域重視の視点
　・「連携地域別政策展開方針」における地域重点プロジェ
　  クトへの位置づけが明確なもの
  ・「地域づくり連携会議」等の議論を反映する上で必要
    不可欠なもの
  ・地域からの政策提案などを実現する上で必要不可欠な
    もの

②政策重視の視点
  ・「北海道強靱化計画」、「北海道創生総合戦略」にお
　　ける位置づけが明確なもの
  ・「第６期北海道農業・農村振興推進計画」、「北海道
　　食の安全・安心基本計画」における位置づけが明確な
　　もの
　
③事業効果の視点
  ・「北海道総合計画」の指標である「食料自給率」向上
　　への貢献度が特に高いもの
　・「第６期北海道農業・農村振興推進計画」の施策の推
　　進に特に効果の大きいもの
     （次の項目のうち３項目以上に該当するもの）
　 　(1)持続可能で生産性が高い農業・農村の確立
　 　(2)国内外の需要を取り込む農業・農村の確立
　 　(3)多様な人材が活躍する農業・農村の確立
　 　(4)道民の理解に支えられる農業・農村の確立
  ・次の項目のいずれかに該当するもの
     (1)国営関連事業として位置づけられているもの
     (2)他事業との合併施工により効果的・効率的に事業
        を行うもの
     (3)ソフト事業と一体的にすすめるもの
     (4)多面的な機能を有し、かつ、相当広範囲な地域に
        事業効果が及ぶもの
　

11 農政部
営農飲雑
用水施設
整備事業

農産物の安定生産の基盤と
なる農地や農業用施設の整
備

Ａ Ⅰ
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（地域優先度）

整
理
番
号

事　業
所管部

事業の
カテゴ
リー

施策優先度 事業優先度

施 策 名 優先度
事業の
ランク

優先度 「事業のランク」の具体的判断基準

1

2

1

2

Ⅰ

①地域重視の視点
　・「連携地域別政策展開方針」における地域重点プロジェ
　  クトへの位置づけが明確なもの
  ・「地域づくり連携会議」等の議論を反映する上で必要
    不可欠なもの
  ・地域からの政策提案などを実現する上で必要不可欠な
    もの

②政策重視の視点
  ・「北海道強靱化計画」、「北海道創生総合戦略」にお
　　ける位置づけが明確なもの
  ・「第６期北海道農業・農村振興推進計画」、「北海道
　　食の安全・安心基本計画」における位置づけが明確な
　　もの
　
③事業効果の視点
  ・「北海道総合計画」の指標である「食料自給率」向上
　　への貢献度が特に高いもの
　・「第６期北海道農業・農村振興推進計画」の施策の推
　　進に特に効果の大きいもの
     （次の項目のうち３項目以上に該当するもの）
　 　(1)持続可能で生産性が高い農業・農村の確立
　 　(2)国内外の需要を取り込む農業・農村の確立
　 　(3)多様な人材が活躍する農業・農村の確立
　 　(4)道民の理解に支えられる農業・農村の確立
  ・次の項目のいずれかに該当するもの
     (1)国営関連事業として位置づけられているもの
     (2)他事業との合併施工により効果的・効率的に事業
        を行うもの
     (3)ソフト事業と一体的にすすめるもの
     (4)多面的な機能を有し、かつ、相当広範囲な地域に
        事業効果が及ぶもの
　

2

14
水産
林務部

水産基盤
整備事業
（うち漁
場施設）

水産資源の増大等に向けた
施設づくり

Ａ Ⅰ

①地域重視の視点
　・「連携地域別政策展開方針」における地域重点プロジェ
　  クトへの位置づけが明確なもの
  ・「地域づくり連携会議」等の議論を反映する上で必要
    不可欠なもの
  ・地域からの政策提案などを実現する上で必要不可欠な
    もの

②政策重視の視点
  ・「北海道創生総合戦略」における位置づけが明確なも
　　の
  ・「水産基本計画」、「漁港漁場整備長期計画」など国
　　や道の重点政策における位置づけが明確なもの
  ・「北海道水産業・漁村振興推進計画」及び「圏域総合
　　水産基盤整備事業計画」における位置づけが明確なも
    の

③事業効果の視点
  ・次の項目のうち、３項目以上に該当するもの
　　 (1)一人当たりの漁業生産額の向上に資するもの
　　 (2)直接、水産資源の増大に資するもの
　　 (3)安心・安全な水産物の効果的供給が見込まれるも
        の
　　 (4)水産資源の生息環境の保全・創造に資するもの
　　 (5)事業間連携による効果的・効率的な整備が図られ
        るもの

13 農政部
海岸保全
施設整備
事業

洪水や土砂災害、火山噴火
や大規模地震、津波などに
備えた安全性の高い災害防
止施設の整備

Ａ

1

水産物供給基地としての漁
港・漁場づくり

Ａ Ⅰ

13



（地域優先度）

整
理
番
号

事　業
所管部

事業の
カテゴ
リー

施策優先度 事業優先度

施 策 名 優先度
事業の
ランク

優先度 「事業のランク」の具体的判断基準

1

2

1

2

1

2

15
水産
林務部

水産基盤
整備事業
（うち漁
港施設）

快適で活力ある漁港・漁村
づくり

Ｃ Ⅲ

①地域重視の視点
　・「連携地域別政策展開方針」における地域重点プロジェ
　  クトへの位置づけが明確なもの
  ・「地域づくり連携会議」等の議論を反映する上で必要
    不可欠なもの
  ・地域からの政策提案などを実現する上で必要不可欠な
    もの

②政策重視の視点
  ・「北海道強靱化計画」における位置づけが明確なもの
  ・「水産基本計画」、「漁港漁場整備長期計画」など国
　　や道の重点政策における位置づけが明確なもの
  ・「北海道水産業・漁村振興推進計画」及び「圏域総合
　　水産基盤整備事業計画」における位置づけが明確なも
    の

③事業効果の視点
  ・次の項目のいずれかに該当するもの
   　(1)大規模な漁港整備であるもの
　　 (2)緊急な安全対策が必要であるもの
　　 (3)事業の前倒し等、事業効果の早期発現を図る必要
        のあるもの
　　 (4)事業間連携や既存ストックの有効活用により効果
        的・効率的な整備が図られるもの水産物供給基地としての漁

港・漁場づくり
Ａ Ⅰ

16
水産
林務部

海岸保全
施設整備
事業

洪水や土砂災害、火山噴火
や大規模地震、津波などに
備えた安全性の高い災害防
止施設の整備

Ａ Ⅰ

①地域重視の視点
　・「連携地域別政策展開方針」における地域重点プロジェ
　  クトへの位置づけが明確なもの
  ・「地域づくり連携会議」等の議論を反映する上で必要
    不可欠なもの
  ・地域からの政策提案などを実現する上で必要不可欠な
    もの

②政策重視の視点
  ・「北海道強靱化計画」、「北海道創生総合戦略」にお
　　ける位置づけが明確なもの
  ・「社会資本整備重点計画」など国や道の重点政策にお
　　ける位置づけが明確なもの
 
③事業効果の視点
  ・次の項目のうち、３項目以上に該当するもの
　　 (1)近年災害発生
　　 (2)災害発生時に大きな被害が見込まれる
　 　(3)既存ストックの有効活用により効果的・効率的な
　　　　整備が図られるもの
　　 (4)日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進
        地域に指定された箇所
     (5)国土の大きな喪失
　　 (6)ハード・ソフトとの連携
     (7)多面的な効果が見込まれるもの
     (8)他事業との連携
　　 (9)脱炭素化の推進

14



（地域優先度）

整
理
番
号

事　業
所管部

事業の
カテゴ
リー

施策優先度 事業優先度

施 策 名 優先度
事業の
ランク

優先度 「事業のランク」の具体的判断基準

1

2

1 Ⅰ

2 Ⅱ

1

2

①地域重視の視点
　・「連携地域別政策展開方針」における地域重点プロジェ
　  クトへの位置づけが明確なもの
  ・「地域づくり連携会議」等の議論を反映する上で必要
    不可欠なもの
  ・地域からの政策提案などを実現する上で必要不可欠な
    もの

②政策重視の視点
  ・「北海道強靱化計画」、「北海道創生総合戦略」にお
　　ける位置づけが明確なもの
  ・「北海道森林づくり基本計画」、「地域森林計画」に
    おける位置づけが明確なもの

③事業効果の視点
 (1)開設事業
    ・森林の二酸化炭素吸収量に対する貢献度の高いもの
      （利用区域内の森林整備計画（実績）面積の割合が
      事業着手後、10カ年で概ね25％以上のもの）
 (2)改良事業
    ・通行不能箇所など緊急的に改良が必要で、森林整備
      の実施に資するもの

①地域重視の視点
　・「連携地域別政策展開方針」における地域重点プロジェ
　  クトへの位置づけが明確なもの
  ・「地域づくり連携会議」等の議論を反映する上で必要
    不可欠なもの
  ・地域からの政策提案などを実現する上で必要不可欠な
    もの

②政策重視の視点
  ・「北海道強靱化計画」、「北海道創生総合戦略」にお
　　ける位置づけが明確なもの
  ・「森林整備保全事業計画」など国や道の重点施策にお
    ける位置づけが明確なもの
  ・「北海道森林づくり基本計画」における位置づけが明
    確なもの

③事業効果の視点
  ・次の項目のいずれかに該当するもの
  　 (1)「森林整備保全事業計画」の指標である「集落を
　　　　保全する山地災害危険地区解消」や「海岸防災林
　　　　や防風林の保全」の進捗に対する貢献度の高いも
　　　　の
  　 (2)「事業評価における優先的配慮事項である新規要
        望箇所チェックリスト」２０項目のうち、優先配
　　    慮事項に該当する項目でランクが高いもの、かつ
        主要公共施設を保全するもの
  　 (3)直轄事業等との連携による効果的・効率的な整備
        が見込まれるもの

(道南)
（道北） Ａ Ⅰ

18
水産
林務部

山地治山
事業

治山施設の
整備

全道優先度 Ｂ1

17
水産
林務部

森林整備
事業（林
道事業）

健全な森林の整備と保全の
推進

Ａ Ⅰ

15



（地域優先度）

整
理
番
号

事　業
所管部

事業の
カテゴ
リー

施策優先度 事業優先度

施 策 名 優先度
事業の
ランク

優先度 「事業のランク」の具体的判断基準

1

2

1

2

1

2

1

2

1 Ⅰ

2 Ⅱ

Ⅰ

災害に備えた安全な道路交
通環境の整備

Ａ Ⅰ

地域の生活環境を支える道
路の整備及び保全

Ｂ1

①地域重視の視点
　・「連携地域別政策展開方針」における地域重点プロジェ
　  クトへの位置づけが明確なもの
  ・「地域づくり連携会議」等の議論を反映する上で必要
    不可欠なもの
  ・地域からの政策提案などを実現する上で必要不可欠な
    もの

②政策重視の視点
  ・「北海道強靱化計画」、「北海道創生総合戦略」にお
　　ける位置づけが明確なもの
  ・「北海道森林づくり基本計画」における位置づけが明
　　確なもの

③事業効果の視点
   (1)造林事業
　  　・植林、保育などの森林整備で、直接的に二酸化炭
　　　　素の森林吸収量の確保につながるもの
   (2)林道開設事業
　　　・森林の二酸化炭素吸収源に対する貢献度の高いも
　　　　の（利用区域内の森林整備計画(実績)面積の割合
　　　　が事業着手後、10ヵ年で概ね25%以上のもの)
   (3)林道改良事業
　　　・通行不能箇所など緊急的に改良が必要で、森林整
　　　　備の実施に資するもの
   (4)エゾシカ緊急対策事業
　　　・エゾシカによる森林被害を防止することで、森林
　　　　の二酸化炭素吸収源に対する貢献度の高いもの

20 建設部
道路改良
等事業

安心で快適な旅ができる交
通ネットワークの整備

Ａ Ⅰ

①地域重視の視点
　・「連携地域別政策展開方針」における地域重点プロジェ
　  クトへの位置づけが明確なもの
  ・「地域づくり連携会議」等の議論を反映する上で必要
    不可欠なもの
  ・地域からの政策提案などを実現する上で必要不可欠な
    もの

②政策重視の視点
  ・「北海道強靱化計画」、「北海道創生総合戦略」にお
　　ける位置づけが明確なもの
  ・「社会資本整備重点計画」など国や道の重点政策にお
    ける位置づけが明確なもの
  ・「北海道交通政策総合指針」、「北海道新広域道路交
　　通ビジョン・計画」における位置づけが明確なもの

③事業効果の視点
  ・次の項目のうち、2項目以上に該当するもの
　　 (1)高規格道路関連
　　 (2)空港港湾へのアクセス強化
　　 (3)防災点検要対策箇所の解消
　　 (4)主要渋滞箇所等の対策
　　 (5)交通不能区間や孤立集落等の解消
　　 (6)事前通行規制区間の解消
　　 (7)観光拠点へのアクセス強化
　　 (8)生活幹線道路ネットワークの形成
　　 (9)橋梁等の耐震補強
 　 (10)他事業との連携
　　(11)近年の異常気象による通行規制箇所
  　(12)脱炭素化の推進

物流ネットワーク形成のた
めの道路網の整備

Ａ

19
水産
林務部

道有林野
事業

健全な森林の整備と保全の
推進

Ａ Ⅰ

16



（地域優先度）

整
理
番
号

事　業
所管部

事業の
カテゴ
リー

施策優先度 事業優先度

施 策 名 優先度
事業の
ランク

優先度 「事業のランク」の具体的判断基準

1 Ⅰ

2 Ⅱ

1

2

1

2

1 Ⅰ

2 Ⅱ

①地域重視の視点
　・「連携地域別政策展開方針」における地域重点プロジェ
　  クトへの位置づけが明確なもの
  ・「地域づくり連携会議」等の議論を反映する上で必要
    不可欠なもの
  ・地域からの政策提案などを実現する上で必要不可欠な
    もの

②政策重視の視点
  ・「北海道強靱化計画」、「北海道創生総合戦略」にお
　　ける位置づけが明確なもの
  ・「社会資本整備重点計画」など国や道の重点政策にお
    ける位置づけが明確なもの
  ・「北海道交通政策総合指針」、「北海道新広域道路交
　　通ビジョン・計画」における位置づけが明確なもの

③事業効果の視点
  ・次の項目のうち、2項目以上に該当するもの
　　 (1)防災点検要対策箇所の解消
　　 (2)事前通行規制区間の解消
　　 (3)堆雪幅の確保
　　 (4)凍上対策
　　 (5)他事業との連携
   　(6)近年の異常気象による通行規制箇所
  　 (7)脱炭素化の推進

(釧路・根室) Ａ Ⅰ

22 建設部
道路交通
安全施設
事業

安心で快適な旅ができる交
通ネットワークの整備

Ａ Ⅰ

21 建設部

道路防
雪・凍雪
害防止事
業

冬期におけ
る安全で快
適な道路交
通の確保

全道優先度 Ｂ1

①地域重視の視点
　・「連携地域別政策展開方針」における地域重点プロジェ
　  クトへの位置づけが明確なもの
  ・「地域づくり連携会議」等の議論を反映する上で必要
    不可欠なもの
  ・地域からの政策提案などを実現する上で必要不可欠な
    もの

②政策重視の視点
  ・「北海道強靱化計画」、「北海道創生総合戦略」にお
　　ける位置づけが明確なもの
  ・「社会資本整備重点計画」など国や道の重点政策にお
    ける位置づけが明確なもの
  ・「北海道交通政策総合指針」、「北海道新広域道路
　　交通ビジョン・計画」、「北海道交通安全計画」にお
　　ける位置づけが明確なもの
 
③事業効果の視点
  ・次の項目のうち、2項目以上に該当するもの
　　 (1)バリアフリー化
　　 (2)市街地や通学路等の歩道整備
　　 (3)死傷事故発生箇所等の安全確保
　　 (4)死傷事故削減効果の高い交通安全施設等の整備
　　 (5)空港港湾へのアクセス強化
　　 (6)観光拠点へのアクセス強化
     (7)他事業との連携
　　 (8)通学路緊急合同点検、通学路合同点検の対策箇所
　　 (9)脱炭素化の推進

安全で安心な道路交通環境
の整備

Ｂ1

17



（地域優先度）

整
理
番
号

事　業
所管部

事業の
カテゴ
リー

施策優先度 事業優先度

施 策 名 優先度
事業の
ランク

優先度 「事業のランク」の具体的判断基準

1

2

1

2

1 Ⅱ

2 Ⅲ

1 Ⅰ

2 Ⅱ

1

2

1

2

23 建設部
河川改修
事業

洪水や土砂災害、火山噴火
や大規模地震、津波などに
備えた安全性の高い災害防
止施設の整備

Ａ Ⅰ

①地域重視の視点
　・「連携地域別政策展開方針」における地域重点プロジェ
　  クトへの位置づけが明確なもの
  ・「地域づくり連携会議」等の議論を反映する上で必要
    不可欠なもの
  ・地域からの政策提案などを実現する上で必要不可欠な
    もの

②政策重視の視点
  ・「北海道強靱化計画」、「北海道創生総合戦略」にお
　　ける位置づけが明確なもの
  ・「社会資本整備重点計画」など国や道の重点政策にお
    ける位置づけが明確なもの

③事業効果の視点
  ・次の項目のうち、３項目以上に該当するもの
　　 (1)近年災害発生
　　 (2)想定される被害が甚大
　　 (3)想定氾濫区域内人口が多い
　　 (4)治水安全度が低い河川
　 　(5)津波・高潮・耐震対策
　　 (6)短期間での効果発現
　　 (7)既存ストックの活用
　　 (8)他事業との連携
　　 (9)ソフト事業関連
     (10)脱炭素化の推進

自然災害などによる被害を
軽減する危機管理体制の充
実と地域防災力の向上

Ａ Ⅰ

24 建設部

河川改修
事業
（統合河
川環境整
備事業）

自然豊かな
水辺環境の
整備・保全

全道優先度 Ｂ2

①地域重視の視点
　・「連携地域別政策展開方針」における地域重点プロジェ
　  クトへの位置づけが明確なもの
  ・「地域づくり連携会議」等の議論を反映する上で必要
    不可欠なもの
  ・地域からの政策提案などを実現する上で必要不可欠な
    もの

②政策重視の視点
  ・「社会資本整備重点計画」など国や道の重点政策にお
    ける位置づけが明確なもの

③事業効果の視点
  ・次の項目のうち、２項目以上に該当するもの
　　 (1)魚道の整備
　　 (2)親水施設の整備
　　 (3)河川環境の再生
    （4)平常時、災害時の両面において機能を有するもの
　　 (5)短期間で効果発現
　　 (6)他事業との連携
     (7)脱炭素化の推進

(道北）
(釧路・根室）

(道央）
Ｂ1

25 建設部 ダム事業

水資源の確保と保全のため
の施設整備

Ｃ Ⅲ

①地域重視の視点
　・「連携地域別政策展開方針」における地域重点プロジェ
　  クトへの位置づけが明確なもの
  ・「地域づくり連携会議」等の議論を反映する上で必要
    不可欠なもの
  ・地域からの政策提案などを実現する上で必要不可欠な
    もの

②政策重視の視点
  ・「北海道強靱化計画」、「北海道創生総合戦略」にお
　　ける位置づけが明確なもの
  ・「社会資本整備重点計画」など国や道の重点政策にお
    ける位置づけが明確なもの

③事業効果の視点
  ・次の項目のうち、２項目以上に該当するもの
　　 (1)多発する災害の防止
　　 (2)短期間での効果発現
　　 (3)他事業との連携
　　 (4)脱炭素化の推進

洪水や土砂災害、火山噴火
や大規模地震、津波などに
備えた安全性の高い災害防
止施設の整備

Ａ Ⅰ
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（地域優先度）

整
理
番
号

事　業
所管部

事業の
カテゴ
リー

施策優先度 事業優先度

施 策 名 優先度
事業の
ランク

優先度 「事業のランク」の具体的判断基準

1

2

1

2

1

2

26 建設部 砂防事業

洪水や土砂災害、火山噴火
や大規模地震､津波などに備
えた安全性の高い災害防止
施設の整備

Ａ Ⅰ

①地域重視の視点
　・「連携地域別政策展開方針」における地域重点プロジェ
　  クトへの位置づけが明確なもの
  ・「地域づくり連携会議」等の議論を反映する上で必要
    不可欠なもの
  ・地域からの政策提案などを実現する上で必要不可欠な
    もの

②政策重視の視点
  ・「北海道強靱化計画」、「北海道創生総合戦略」にお
　　ける位置づけが明確なもの
  ・「社会資本整備重点計画」など国や道の重点政策にお
    ける位置づけが明確なもの

③事業効果の視点
  ・次の項目のいずれかに該当するもの
　　 (1)近年噴火実績がある
　　 (2)気象庁の常時観測火山
　　 (3)火山活動による社会的影響が大きい
　　 (4)火山噴火予知連による活動ランクが高い
　　 (5)要配慮者利用施設対策
　　 (6)保全人家等が多い箇所
　　 (7)土砂災害の危険性が高い箇所
     (8)ハード・ソフトの連携

①地域重視の視点
　・「連携地域別政策展開方針」における地域重点プロジェ
　  クトへの位置づけが明確なもの
  ・「地域づくり連携会議」等の議論を反映する上で必要
    不可欠なもの
  ・地域からの政策提案などを実現する上で必要不可欠な
    もの

②政策重視の視点
  ・「北海道強靱化計画」、「北海道創生総合戦略」にお
　　ける位置づけが明確なもの
  ・「社会資本整備重点計画」など国や道の重点政策にお
    ける位置づけが明確なもの

③事業効果の視点
  ・次の項目のうち、３項目以上に該当するもの
　　 (1)近年災害発生
　　 (2)要配慮者利用施設対策
　　 (3)避難路・避難地の保全
　　 (4)緊急輸送道路・防災拠点の保全
　　 (5)保全人家等が多い箇所
　　 (6)土砂災害の危険性が高い箇所
　　 (7)ハード・ソフトの連携
　　 (8)他事業との連携
　　 (9)脱炭素化の推進

自然災害などによる被害を
軽減する危機管理体制の充
実と地域防災力の向上

Ａ Ⅰ

27 建設部
土砂災害
警戒避難
対策事業

自然災害などによる被害を
軽減する危機管理体制の充
実と地域防災力の向上

Ａ Ⅰ
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（地域優先度）

整
理
番
号

事　業
所管部

事業の
カテゴ
リー

施策優先度 事業優先度

施 策 名 優先度
事業の
ランク

優先度 「事業のランク」の具体的判断基準

1

2

1 Ⅱ

2 Ⅲ

1

2

1

2

1

2

1 Ⅰ

2 Ⅱ

1

2

1 Ⅰ

2 Ⅱ

1 Ⅰ

2 Ⅱ

1

2

1 Ⅱ

2 Ⅲ

1 Ⅰ

2 Ⅱ

28 建設部
海岸保全
施設整備
事業

洪水や土砂災害、火山噴火
や大規模地震､津波などに備
えた安全性の高い災害防止
施設の整備

Ａ Ⅰ

①地域重視の視点
　・「連携地域別政策展開方針」における地域重点プロジェ
　  クトへの位置づけが明確なもの
  ・「地域づくり連携会議」等の議論を反映する上で必要
    不可欠なもの
  ・地域からの政策提案などを実現する上で必要不可欠な
    もの

②政策重視の視点
  ・「北海道強靱化計画」、「北海道創生総合戦略」にお
　　ける位置づけが明確なもの
  ・「社会資本整備重点計画」など国や道の重点政策にお
    ける位置づけが明確なもの

③事業効果の視点
  ・次の項目のうち、３項目以上に該当するもの
　　 (1)近年災害発生
　　 (2)災害発生時に大きな被害が見込まれる
　　 (3)既存ストックの有効活用により効果的・効率的な
　　　  整備が図られるもの
     (4)日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進
        地域に指定された箇所
　　 (5)国土の大きな喪失
     (6)ハード・ソフトの連携
　　 (7)多面的な効果が見込まれるもの
　　 (8)他事業との連携
　　 (9)脱炭素化の推進

29 建設部
都市計画
街路事業

持続可能なコンパクトなま
ちづくり

Ｂ2

安心で快適な旅ができる交
通ネットワークの整備

Ａ Ⅰ

北海道新幹線の整備促進

災害に備えた安全な道路交
通環境の整備

Ａ Ⅰ

地域の生活環境を支える道
路の整備及び保全

Ｂ1

冬期におけ
る安全で快
適な道路交
通の確保

全道優先度 Ｂ1

(釧路・根室） Ａ Ⅰ

都市の活性
化や生活の
質の向上を
図る道路網
の整備

全道優先度 Ｂ2

(道北) Ｂ1

①地域重視の視点
　・「連携地域別政策展開方針」における地域重点プロジェ
　  クトへの位置づけが明確なもの
  ・「地域づくり連携会議」等の議論を反映する上で必要
    不可欠なもの
  ・地域からの政策提案などを実現する上で必要不可欠な
    もの

②政策重視の視点
  ・「北海道強靱化計画」、「北海道創生総合戦略」にお
　　ける位置づけが明確なもの
  ・「社会資本整備重点計画」など国や道の重点政策にお
    ける位置づけが明確なもの
  ・｢北海道交通政策総合指針｣、｢北海道新広域道路交通ビ
　　ジョン・計画｣、「北海道交通安全計画」における位置
　　づけが明確なもの

③事業効果の視点
  ・次の項目のうち、３項目以上に該当するもの
　　 (1)防災・減災機能の強化
　　 (2)中心市街地の活性化
　　 (3)バリアフリー化
　　 (4)公共交通への支援
　　 (5)観光拠点へのアクセス強化
　　 (6)人流・物流等の交通拠点へのアクセス強化
　　 (7)主要渋滞箇所等の対策
　　 (8)交通安全の確保
　　 (9)堆雪幅の確保
 　 (10)他事業との連携

Ａ Ⅰ

物流ネットワーク形成のた
めの道路網の整備

Ａ Ⅰ

安全で安心な道路交通環境
の整備

Ｂ1
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（地域優先度）

整
理
番
号

事　業
所管部

事業の
カテゴ
リー

施策優先度 事業優先度

施 策 名 優先度
事業の
ランク

優先度 「事業のランク」の具体的判断基準

1 Ⅰ

2 Ⅱ

1

2

1

2

1 Ⅱ

2 Ⅲ

1 Ⅱ

2 Ⅲ

1

2

1

2

①地域重視の視点
　・「連携地域別政策展開方針」における地域重点プロジェ
　  クトへの位置づけが明確なもの
  ・「地域づくり連携会議」等の議論を反映する上で必要
    不可欠なもの
  ・地域からの政策提案などを実現する上で必要不可欠な
    もの

②政策重視の視点
  ・「北海道強靱化計画」、「北海道創生総合戦略」にお
　　ける位置づけが明確なもの
  ・「社会資本整備重点計画」など国や道の重点政策にお
    ける位置づけが明確なもの
　・「北海道みどりの基本方針」における位置づけが明確
　　なもの

③事業効果の視点
  ・次の項目のうち、２項目以上に該当するもの
　   (1)高齢者や障がい者など誰もが利用可能となる施設
　　　　整備
　　 (2)冬の余暇活動の場が形成され、冬期生活環境が改
        善される施設整備
　　 (3)災害発生時に、避難地や防災拠点として活用され
        る施設整備
　　 (4)子育て支援の場の形成
　　 (5)既存施設を利活用した事業効果の早期発現
　　 (6)豊かな自然環境や良好な景観を活用
　　 (7)災害派遣活動拠点としての道立公園の使用

災害に強いまちづくり Ａ Ⅰ

身近な自然とふれあうこと
のできる公園などの整備

Ｃ Ⅲ

31 建設部
下水道事
業

持続可能なコンパクトなま
ちづくり

Ｂ2

30 建設部
都市公
園・緑地
等事業

ユニバーサルデザインの視
点に立った人にやさしいま
ちづくり

Ｂ1

①地域重視の視点
　・「連携地域別政策展開方針」における地域重点プロジェ
　  クトへの位置づけが明確なもの
  ・「地域づくり連携会議」等の議論を反映する上で必要
    不可欠なもの
  ・地域からの政策提案などを実現する上で必要不可欠な
    もの

②政策重視の視点
  ・「北海道強靱化計画」、「北海道創生総合戦略」にお
　　ける位置づけが明確なもの
  ・「社会資本整備重点計画」など国や道の重点政策にお
    ける位置づけが明確なもの
  ・「全道みな下水道構想Ⅴ」における位置づけが明確な
　　もの

③事業効果の視点
  ・次の項目のうち、２項目以上に該当するもの
　　 (1)下水道処理人口普及率の向上
　　 (2)都市浸水対策達成率の向上
　　 (3)下水汚泥の再生利用率の向上
     (4)他事業との連携
     (5)脱炭素化の推進

環境に配慮したまちづくり Ｂ2

災害に強いまちづくり Ａ Ⅰ

リサイクル・廃棄物処理施
設の整備

Ａ Ⅰ
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（地域優先度）

整
理
番
号

事　業
所管部

事業の
カテゴ
リー

施策優先度 事業優先度

施 策 名 優先度
事業の
ランク

優先度 「事業のランク」の具体的判断基準

1 Ⅰ

2 Ⅱ

1 Ⅱ

2 Ⅲ

1

2

1 Ⅰ

2 Ⅱ

1 Ⅱ

2 Ⅲ

1

2

1

2

①地域重視の視点
　・「連携地域別政策展開方針」における地域重点プロジェ
　  クトへの位置づけが明確なもの
  ・「地域づくり連携会議」等の議論を反映する上で必要
    不可欠なもの
  ・地域からの政策提案などを実現する上で必要不可欠な
    もの

②政策重視の視点
  ・「北海道強靱化計画」、「北海道創生総合戦略」にお
　　ける位置づけが明確なもの
  ・「社会資本整備重点計画」など国や道の重点政策にお
    ける位置づけが明確なもの
  ・「北海道住生活基本計画」、「道営住宅整備活用方針」、
　　「北海道公営住宅等安心居住推進方針」における位置
　　づけが明確なもの

③事業効果の視点
  ・次の項目のうち、２項目以上に該当するもの
　　 (1)住宅におけるユニバーサルデザインの普及促進
　　 (2)住宅のセーフティネットとしての公営住宅の供給
　　 (3)既存ストックの居住水準の向上
     (4)脱炭素化の推進
     (5)災害被災者への住まいの提供
　　 (6)他事業との連携

環境に配慮したまちづくり Ｂ2

災害に強いまちづくり Ａ Ⅰ

33 建設部
公営住宅
整備事業

ユニバーサルデザインの視
点に立った人にやさしいま
ちづくり

Ｂ1

32 建設部
既設公営
住宅改善
事業

ユニバーサルデザインの視
点に立った人にやさしいま
ちづくり

Ｂ1

①地域重視の視点
　・「連携地域別政策展開方針」における地域重点プロジェ
　  クトへの位置づけが明確なもの
  ・「地域づくり連携会議」等の議論を反映する上で必要
    不可欠なもの
  ・地域からの政策提案などを実現する上で必要不可欠な
    もの

②政策重視の視点
  ・「北海道強靱化計画」、「北海道創生総合戦略」にお
　　ける位置づけが明確なもの
  ・「社会資本整備重点計画」など国や道の重点政策にお
    ける位置づけが明確なもの
  ・「北海道住生活基本計画」、「道営住宅整備活用方針」、
　　「北海道公営住宅等安心居住推進方針」、「北海道子
　　育て支援住宅推進方針」 、｢新たな木造道営住宅推進
　　方針」における位置づけが明確なもの

③事業効果の視点
  ・次の項目のうち、３項目以上に該当するもの
　　 (1)シルバーハウジングの展開
　　 (2)子育て支援住宅の普及推進
　　 (3)住宅におけるユニバーサルデザインの普及促進
　　 (4)住宅のセーフティネットとしての公営住宅の供給
　　 (5)まちなか居住の推進
　　 (6)郊外ニュータウン・大規模団地の再生
　　 (7)道産木材を活用した良質な木造住宅の供給
     (8)既存ストックの居住水準の向上
　　 (9)他事業との連携

環境に配慮したまちづくり Ｂ2

災害に強いまちづくり Ａ Ⅰ

子育て支援住宅の普及促進
など子どもを安心して育て
られる環境づくり

Ａ Ⅰ
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（地域優先度）

整
理
番
号

事　業
所管部

事業の
カテゴ
リー

施策優先度 事業優先度

施 策 名 優先度
事業の
ランク

優先度 「事業のランク」の具体的判断基準

1 Ⅰ

2 Ⅱ

1

2

1 Ⅰ

2 Ⅱ

1

2

Ａ Ⅰ

①地域重視の視点
　・「連携地域別政策展開方針」における地域重点プロジェ
　  クトへの位置づけが明確なもの
  ・「地域づくり連携会議」等の議論を反映する上で必要
    不可欠なもの
  ・地域からの政策提案などを実現する上で必要不可欠な
    もの

②政策重視の視点
  ・「北海道強靱化計画」、「北海道創生総合戦略」にお
　　ける位置づけが明確なもの
 
③事業効果の視点
  ・次の項目のいずれかに該当するもの
　　 (1)教育環境の改善
　　 (2)建物の耐久性の向上
　　 (3)建物の損耗・機能低下に対する復旧

(道央) Ａ Ⅰ

35 教育庁
特別支援
学校施設
整備事業

公立学校施
設の整備

全道優先度 Ｂ1

34 教育庁
高等学校
施設整備
事業

公立学校施
設の整備

全道優先度 Ｂ1

①地域重視の視点
　・「連携地域別政策展開方針」における地域重点プロジェ
　  クトへの位置づけが明確なもの
  ・「地域づくり連携会議」等の議論を反映する上で必要
    不可欠なもの
  ・地域からの政策提案などを実現する上で必要不可欠な
    もの

②政策重視の視点
  ・「北海道強靱化計画」、「北海道創生総合戦略」にお
　　ける位置づけが明確なもの
 
③事業効果の視点
  ・次の項目のいずれかに該当するもの
　　 (1)教育環境の改善
　　 (2)建物の耐久性の向上
　　 (3)建物の損耗・機能低下に対する復旧

(道央)
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（地域優先度）

整
理
番
号

事　業
所管部

事業の
カテゴ
リー

施策優先度 事業優先度

施 策 名 優先度
事業の
ランク

優先度 「事業のランク」の具体的判断基準

1 Ⅰ

2 Ⅱ

36
警察
本部

交通安全
施設等整
備事業

安全で安心な道路交通環境
の整備

Ｂ1

①地域重視の視点
　・「連携地域別政策展開方針」における地域重点プロジェ
　  クトへの位置づけが明確なもの
  ・「地域づくり連携会議」等の議論を反映する上で必要
    不可欠なもの
  ・地域からの政策提案などを実現する上で必要不可欠な
    もの

②政策重視の視点
  ・「北海道強靱化計画」、「北海道創生総合戦略」にお
　　ける位置づけが明確なもの
  ・「社会資本整備重点計画」など国や道の重点政策にお
    ける位置づけが明確なもの
  ・「北海道交通政策総合指針」、「北海道交通安全計画」
　　における位置づけが明確なもの

③事業効果の視点
  ・次の項目のいずれかに該当するもの
　　 (1)交通事故死者数：交通事故抑止効果のあるもの
　　 (2)施策の目的を達成する上で、特に事業効果の高い
        もの
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